
生活保護世帯に「医療証」の発行を求める意見書

現在生活保護の受給者が医療機関を受診する場合は、生活保護法による医療扶

助運営要領に基づき、月１回、保護変更申請書（傷病届）に所要事項を記載した

上、町村長または福祉事務所長に提出し、町村長または福祉事務所長は、申請に

基づき診療依頼書を発行し、受給者はそれを持参し、医療機関を受診することに

なっている。

しかしながら、現行制度は、医療を必要とする者が事前に診療依頼書の発行を

受けなければならないなど煩雑なものとなっており、また、受診の際、診療依頼

書の形態が保険証と異なることによる精神的な負担に配慮する必要がある。

よって、国においては、この方式を改め、生活保護世帯に保険証と同様の機能

をもつ、より利便性の高い「医療証」を発行できるよう強く要請する。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。
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